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研究ノート

は
じ
め
に

　

江
戸
時
代
、
京
都
の
六
角
堂
（
頂
法
寺
）
住
持
で
あ
る
華
道
家
元
池
坊

）
1
（

は
、
江
戸
に
お
い

て
将
軍
に
立
花
を
披
露
し
た
。
こ
れ
は
、
江
戸
前
期
の
大
名
邸
御
成
で
座
敷
飾
り
と
し
て
担

当
し
た
立
花
と
、
中
期
以
降
の
江
戸
城
に
お
け
る
立
花
上
覧
に
大
別
さ
れ
る
。
こ
の
た
び
、

天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
の
立
花
上
覧
に
関
す
る
史
料
が
翻
刻
さ
れ
た

）
（
（

の
を
機
に
、
池
坊
に

所
蔵
さ
れ
る
他
の
史
料
も
紹
介
し
つ
つ
、
歴
史
を
通
覧
す
る
こ
と
と
し
た
い

）
（
（

。

１　

大
名
邸
御
成
の
立
花

（
１
）
徳
川
一
門
へ
の
御
成

　

徳
川
家
康
が
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
江
戸
に
幕
府
を
開
く
と
、
江
戸
城
の
周
囲
に
は
大

名
屋
敷
が
次
々
と
建
て
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
屋
敷
に
対
し
、
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
の
末
期
か

ら
三
代
将
軍
徳
川
家
光
の
初
期
に
か
け
て
、
将
軍
と
正
嗣
（
秀
忠
将
軍
期
）
ま
た
は
将
軍
と

大
御
所
（
家
光
将
軍
期
）
に
よ
る
「
式
正
の
御
成
」
が
行
わ
れ
た
。
御
成
は
、
主
従
関
係
を

確
認
す
る
た
め
の
儀
礼
で
あ
り
、
室
町
幕
府
や
豊
臣
秀
吉
政
権
で
も
行
わ
れ
、
江
戸
幕
府
も

こ
れ
を
継
承
し
た

）
（
（

。

　

御
成
を
迎
え
る
側
に
は
、
周
到
な
準
備
が
必
要
と
さ
れ
た
。
御
成
専
用
の
建
物
の
造
営
に

加
え
、
内
部
の
設
え
（
座
敷
飾
り
）
に
も
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
、
そ
こ
に
池
坊
の
花
が
求
め
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
京
都
に
住
む
家
元
を
わ
ざ
わ
ざ
江
戸
ま
で
呼
び
寄
せ
る
大
名
は

限
定
さ
れ
る
。
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
徳
川
一
門
で
あ
ろ
う
。

　

い
わ
ゆ
る
御
三
家
（
尾
張
・
紀
伊
・
水
戸
）
の
家
格
形
成
に
は
、
御
成
が
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
。
藩
主
の
徳
川
義
直
・
頼
宣
・
頼
房
は
、
そ
れ
ぞ
れ
家
康
の
九
男
・
十
男
・
十
一

男
に
あ
た
り
、
屋
敷
は
江
戸
城
の
半
蔵
門
内
に
並
ん
で
建
っ
て
い
た
。

　

御
三
家
へ
の
御
成
は
ま
ず
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
二
月
、
尾
張
徳
川
邸
に
対
し
て
行
わ

れ
た
（
一
三
日
秀
忠
、
一
八
日
家
光
）
。
『
元
和
御
成
之
記
』
（
徳
川
美
術
館
蔵
）
に
よ
っ
て
、

茶
事
を
公
式
に
取
り
入
れ
た
「
数
寄
の
御
成
」
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、
以
後
は
こ
れ
が
規

範
と
さ
れ
た
。
花
に
関
す
る
記
述
は
、
数
寄
屋
で
杵
折
形
花
入
、
御
成
書
院
で
胡
銅
の
花
器
、

御
広
間
で
耳
口
の
花
器
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
目
に
つ
く
が
、
池
坊
の
名
は
見
え
な
い
。

　

続
い
て
、
元
和
一
〇
年
（
一
六
二
四
）
正
月
、
紀
伊
徳
川
邸
へ
の
御
成
が
あ
っ
た
（
二
三

日
秀
忠
、
二
七
日
家
光

）
（
（

）
。
『
南
紀
徳
川
史
』
に
詳
細
が
記
さ
れ
て
お
り
、
数
寄
屋
で
秀
忠
自

ら
紅
梅
と
白
玉
椿
を
い
け
た
こ
と
、
御
広
間
の
床
に
は
薄
端
花
器
を
含
む
五
具
足
と
壺
花
瓶

一
対
が
飾
ら
れ
、
棚
の
下
に
は
砂
之
物
が
飾
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
が
、
注
目
さ
れ
る

の
は
、
御
成
書
院
の
床
飾
り
に
つ
い
て
「
二
幅
対
か
ん
さ
ん
十
徳　

か
ん
き
筆　

小
机
弐
つ　

朝
（
胡
）
銅
の
花
入
二
つ　

花
入
池
坊
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
寒
山
拾
得
を
描

い
た
掛
軸
（
顔
輝
筆
）
二
幅
そ
れ
ぞ
れ
の
前
に
小
机
（
卓
）
が
置
か
れ
、
池
坊
が
対
の
立
花

研
究
ノ
ー
ト　

江
戸
に
お
け
る
立
花
上
覧
の
歴
史

細
川　

武
稔

【
要
旨
】

　

京
都
の
六
角
堂
（
頂
法
寺
）
住
持
で
あ
る
華
道
家
元
池
坊
は
、
江
戸
へ
赴
い
て
活
動
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
江
戸
前
期
に
は
、
徳
川
一
門
や
外
様
の
有
力
大
名
邸
へ
の
将
軍
の
御
成
に

お
い
て
、
座
敷
飾
り
と
し
て
の
立
花
を
担
当
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
後
、
門
弟
を
幕
府
の
御
用
の
た
め
江
戸
に
住
ま
わ
せ
た
が
、
そ
の
家
が
断
絶
し
て
し
ま
う
。
す
る
と
、
江

戸
中
期
以
降
は
、
御
朱
印
御
改
や
継
目
御
礼
を
目
的
と
す
る
家
元
の
参
府
に
際
し
、
江
戸
城
で
立
花
を
上
覧
に
供
す
る
こ
と
が
恒
例
と
な
っ
た
。
池
坊
に
所
蔵
さ
れ
る
参
府
記
か
ら
は
、

黒
書
院
溜
之
間
で
立
花
・
砂
物
計
四
瓶
が
飾
ら
れ
た
こ
と
や
、
家
元
と
門
弟
、
幕
府
側
の
人
物
が
協
力
し
て
準
備
を
進
め
た
こ
と
な
ど
が
よ
く
わ
か
る
。
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「江戸における立花上覧の歴史」（細川）

を
た
て
た
の
で
あ
る
。

　

同
年
二
月
に
は
、
水
戸
徳
川
邸
へ
御
成
が
あ
っ
た
（
六
日
秀
忠
、
十
日
家
光
）
。
『
徳
川
家

光
水
戸
邸
御
成
飾
図
』（
徳
川
美
術
館
蔵
）
が
あ
り
、
花
が
飾
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、

池
坊
の
関
与
は
確
認
で
き
な
い
。

　

当
時
の
家
元
は
、
立
花
を
大
成
し
た
池
坊
専
好
（
二
代
）
で
あ
る

）
6
（

。
専
好
の
立
花
図
は

二
〇
〇
種
類
以
上
残
っ
て
お
り
、
最
も
早
い
の
は
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
五
月
四
日
、
京

都
・
竹
内
門
跡
（
曼
殊
院
）
で
た
て
た
立
花
で
あ
る
。
専
好
が
本
格
的
に
名
声
を
得
る
の
は
、

寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
の
七
夕
に
参
内
し
て
立
花
を
た
て
、
後
水
尾
天
皇
の
寵
愛
を
受
け

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
だ
が
、
そ
れ
に
先
ん
じ
て
紀
伊
徳
川
邸
で
花
を
た
て
て
い
た
と
す
れ

ば
、
興
味
深
い
。

　

御
三
家
以
外
で
は
、
家
光
の
弟
・
徳
川
忠
長
が
重
要
人
物
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
池
坊
に

は
、
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
一
二
月
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
次
の
文
書
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

京
都
所
司
代
板
倉
重
宗
触
状
（
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
、
写
真
１
）

甲
斐
中
納
言
様
為
御
用
、
池
坊
被
罷
下
候
之
間
、
御
定
之
駄
賃
銭
令
取
、
馬
四
疋
可

遣
候
、
由
断
あ
る
ま
し
き
者
也
、

極
子

月
十
三
日　

板
周
防
（
印
）

京
都
ゟ

江
戸
迄

大
宿
中
年
寄

　

文
中
の
甲
斐
中
納
言
が
忠
長
で
、
こ
の
年
国
替
え
と
な
り
、
の
ち
に
駿
河
大
納
言
と
称
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
文
書
の
内
容
は
、
江
戸
へ
下
向
す
る
池
坊
に
配
慮
す
る
よ
う
、
街
道
の

宿
場
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
翌
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
二
月
五
日
に
秀
忠
、
一
二
日
に

家
光
の
忠
長
邸
へ
の
御
成
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
忠
長
の
「
御
用
」
と
は
、
御
成

を
迎
え
る
座
敷
飾
り
と
し
て
の
立
花
を
た
て
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
忠
長
邸
は
、
江
戸
城
北
の

丸
に
あ
っ
た
。

（
２
）
前
田
家
・
島
津
家
へ
の
御
成

　

寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
四
月
、
加
賀
前
田
家
下
屋
敷
（
本
郷
邸
）
へ
御
成
が
あ
っ
た
（
二
六

日
家
光
、
二
九
日
秀
忠

）
7
（

）
。
藩
主
は
前
田
利
常
で
、
御
成
が
屋
敷
整
備
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

　

『
東
武
実
録
』
に
は
、
大
広
間
の
座
敷
飾
り
と
し
て
「
一
、
三
幅
一
対　

一
、
花
瓶　

花
は

池
の
坊
立
る
」
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
数
寄
屋
に
は
胡
銅
の
柑
子
口
の
花
器
が
置
か
れ
、

白
書
院
の
棚
に
は
砂
之
物
が
飾
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
『
将
軍
様
相
国
様
御
成
之
次
第
』
（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
蔵
）
に
よ
れ
ば
、
黒
書

院
の
「
次
ノ
床
」
に
「
う
す
は
た
ニ
花
入 

作
池
房
」
が
飾
ら
れ
た

）
（
（

。
「
う
す
は
た
（
薄
端
）
」

と
は
、
口
の
部
分
が
薄
く
広
く
な
っ
て
い
る
花
器
の
こ
と
で
、
専
好
が
好
ん
で
用
い
た
。

　

外
様
大
名
の
石
高
で
前
田
家
に
次
ぐ
の
が
、
薩
摩
島
津
家
で
あ
る
。
そ
の
上
屋
敷
（
桜
田

邸
）
へ
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
四
月
、
御
成
が
あ
っ
た
（
一
八
日
家
光
、
二
一
日
秀
忠
）
。

藩
主
は
島
津
家
久
で
、
『
旧
記
雑
録
』
所
収
の
「
中
納
言
家
久
公
江

御
成
之
記
」
、
島
津
家
文

書
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵

）
（
（

）
、
『
御
数
寄
御
成
記
』
（
尚
古
集
成
館
蔵

）
10
（

）
、
な
ど
、
関
連
史

料
が
豊
富
に
残
っ
て
い
る
。
花
に
関
す
る
事
項
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

ま
ず
数
寄
屋
で
は
、
家
光
が
イ
チ
ハ
ツ
と
岩
藤
を
、
秀
忠
が
百
合
草
と
鉄
線
花
を
い
け
た
。

こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
茶
花
で
、
家
康
も
嗜
ん
で
い
た
と
い
う

）
11
（

。
そ
し
て
御
寝
殿
（
御
成
書
院
）

の
上
壇
の
床
に
は
、
池
坊
が
立
花
一
対
を
た
て
た
。
さ
ら
に
御
会
所
（
御
広
間
）
の
上
壇
の

床
に
、
池
坊
が
立
花
一
対
を
た
て
、
同
四
之
間
の
床
に
も
立
花
一
対
が
飾
ら
れ
た
。
立
花
は

数
多
く
の
枝
を
用
い
て
大
自
然
の
姿
を
表
現
す
る
様
式
で
あ
り
、
茶
花
と
は
異
な
り
専
門
家

に
依
頼
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　

立
花
の
花
材
に
つ
い
て
も
記
述
が
あ
り
、
例
え
ば
御
寝
殿
上
壇
の
立
花
は
、
『
御
数
寄
御

成
記
』
の
座
敷
飾
り
絵
図
の
注
記
に
よ
れ
ば
、
左
（
向
か
っ
て
右
）
は
初
日
・
後
日
と
も
に
松
、

右
（
向
か
っ
て
左
）
は
初
日
松
・
後
日
竹
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
初
日
は
家
光
、
後
日
は

秀
忠
の
御
成
を
指
し
、
花
材
に
変
化
を
付
け
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
（
た
だ
し
、『
旧
記
雑
録
』

は
こ
の
変
化
に
言
及
し
な
い
）
。
な
お
、こ
の
場
合
の
松
や
竹
は
、
真
（
心
と
も
書
く
）と
い
う
、

立
花
の
中
心
と
な
る
い
ち
ば
ん
高
い
枝
の
花
材
で
あ
る
。

　

ま
た
『
旧
記
雑
録
』
に
よ
れ
ば
、
池
坊
に
銀
子
五
十
枚
と
小
袖
三
、
池
坊
弟
子
の
大
坂
屋
藤

兵
衛
尉
と
玄
碩
に
そ
れ
ぞ
れ
袷
壱
・
帷
子
壱
が
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
専
好
本
人
が

江
戸
へ
下
向
し
た
こ
と
は
確
実
で
、
池
坊
に
伝
わ
る
島
津
家
久
の
礼
状
も
そ
れ
を
補
強
す
る
。

島
津
家
久
書
状
（
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
、
写
真
２
）

今
度
者
就　

御
成
、
遠
境
迄
下
向
御
労
煩
之
段
、
難
申
盡
候
、
花
共
別
而
致
出
来
、

彼
是
首
尾
無
残
所
相
調
、
満
足
不
過
之
候
、
仍
銀
子
五
十
枚
・
小
袖
三
進
之
候
、
誠

表
祝
儀
計
候
、
猶
上
洛
前
以
面
心
静
可
申
談
候
、
恐
々
謹
言
、
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卯
月
廿
八
日　
　
　
　
　

家
久
（
花
押
）

　

「
（
捻
封
ウ
ハ
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

松
薩
摩
守

家
久

池
坊　

床
下　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

寛
永
六
年
と
同
七
年
は
、
専
好
が
京
都
で
た
て
た
立
花
の
図
が
多
く
残
っ
て
い
る
が
、
そ

の
日
付
を
見
る
と
、
前
田
家
と
島
津
家
へ
の
御
成
と
そ
の
前
後
は
空
白
期
間
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
時
期
の
江
戸
で
の
本
格
的
な
立
花
図
が
残
っ
て
い
な
い
（
『
御
数
寄
御
成
記
』
の
座
敷

飾
り
絵
図
の
立
花
は
簡
略
な
も
の
）
の
は
、
京
都
で
立
花
を
描
か
せ
て
い
た
絵
師
を
連
れ
て

い
け
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

（
３
）
江
戸
在
住
の
御
用
立
花
師

　

御
成
を
迎
え
る
立
花
を
た
び
た
び
た
て
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
江
戸
に
お
け
る
池
坊
の
評
価

は
高
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
家
元
が
頻
繁
に
江
戸
へ
下
向
す
る
の
が
難
し
い
こ
と
に
変
わ

り
は
な
か
っ
た
。
京
都
の
寺
院
の
住
持
で
あ
る
以
上
、
絵
画
の
狩
野
派
の
よ
う
に
江
戸
に
移

住
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
将
軍
の
御
用
を
務
め
る
た
め
に
弟

子
を
江
戸
に
置
く
こ
と
に
し
た
と
い
う
。
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
成
立
の
「
池
坊
立
花
正

統
系
図
」
（
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
）
の
専
好
の
と
こ
ろ
に
、
関
係
す
る
記
述
が
あ
る
。

寛
永
十
八
〈
月
日
不
知
〉
下
東
武
拝
謝
家
光
大
君
、
（
中
略
）
家
光
大
君
下
命
曰
、

門
弟
子
撰
花
法
精
者
而
使
仕
、
則
以
岡
西
卜
立
〈
初
名
八
兵
衛
、
専
朝
（
専
好
）
家
僕
、
〉

入
仕
東
武
、
賜
禄
十
人
扶
持
、
為
御
茶
道
並
、
子
孫
相
続
仕
東
武
、

　

寛
永
一
八
年
（
一
六
四
一
）
、
専
好
が
江
戸
城
で
家
光
と
対
面
し
、
門
弟
の
う
ち
一
人
を

江
戸
に
置
く
よ
う
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
が
史
実
で
あ
る
か
ど
う
か
は
現
時
点
で
は

不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
選
ば
れ
た
と
さ
れ
る
岡
西
卜
立
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か

史
料
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
、
池
坊
の
高
弟
で
あ
る
安
立
坊
周
玉
の
系
譜
『
ふ
』（
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
）
は
、

延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
か
ら
江
戸
に
一
年
間
滞
在
し
た
周
玉
に
つ
い
て
、
「
寓
居
ハ
木
立

か
舘
な
り
」
と
記
す
。
木
立
は
卜
立
と
音
が
通
じ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
岡
西
家
の
当
主
と

考
え
た
い
。
寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）
刊
行
の
『
古
今
立
花
集

）
1（
（

』
に
、「
江
戸　

中
西
木
立
」

の
立
花
図
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
中
西
は
岡
西
の
誤
り
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　

花
の
御
用
に
つ
い
て
は
、
元
禄
一
一
年
（
一
六
九
八
）
三
月
、
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
尾

張
徳
川
家
麹
町
邸
御
成
の
記
録
「
御
成
御
殿
御
床
御
棚
御
餝
之
図
」（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
）

が
あ
る

）
1（
（

。
二
つ
の
建
物
の
座
敷
飾
り
の
図
に
、
次
の
よ
う
な
文
字
が
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

〔
表
御
書
院
御
餝
之
図
〕 

 

　

〔
奥
御
小
座
敷
御
餝
之
図
〕

銀
花
瓶
一
対  

 
 

御
拝
領

　

花
林
花
台  

 
 

　

銀
御
花
生　

花
林
花
台

立
花 

 
 

 

　
　

花
杜
若　

岡
西
松
立
生
之

　

岡
西
木
立

　

岡
西
松
立　

建
之

　

こ
こ
で
は
、
表
御
書
院
に
木
立
と
松
立
が
一
対
の
立
花
を
た
て
た
の
に
加
え
、
奥
御
小
座

敷
に
松
立
が
杜
若
を
い
け
て
い
る
。
松
立
は
木
立
の
後
継
者
で
あ
ろ
う
か
。
立
花
が
「
建
之
」

と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
杜
若
は
「
生
之
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
内
向
き
の
部
屋
に
ふ
さ
わ

し
い
軽
や
か
な
花
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
花
は
、
池
坊
で
は
こ
の
後
「
生
花

（
し
ょ
う
か
）
」
と
い
う
様
式
に
発
展
し
て
い
く
。

　

さ
ら
に
、
池
坊
の
門
弟
の
記
録
『
第
二
永
代
門
弟
帳
』
（
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
）
に

は
、
岡
西
卜
立
が
入
門
を
取
り
次
い
だ
人
物
と
し
て
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
一
二
月
三

日
に
甲
府
藩
主
柳
沢
吉
里
の
近
習
衆
が
、
同
七
年
（
一
七
二
二
）
一
一
月
朔
日
に
銀
座
役
人

が
、
同
八
年
（
一
七
二
三
）
二
月
二
九
日
に
中
津
藩
主
奥
平
昌
成
の
御
内
が
見
え
る
。
す
べ

て
江
戸
在
住
の
人
物
と
考
え
て
問
題
な
い
。

　

そ
の
後
の
卜
立
に
つ
い
て
は
、
「
元
文
年
中　

卜
立
跡
一
件
」
と
題
さ
れ
た
文
書
群
（
華

道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
）
が
あ
り
、
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
三
月
、
跡
継
ぎ
の
男
子
が
不

在
の
ま
ま
当
主
が
急
逝
し
た
た
め
、
五
代
続
い
た
岡
西
家
は
断
絶
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

ま
た
、
池
坊
は
こ
の
事
態
を
受
け
、
門
弟
の
う
ち
一
人
を
「
御
立
花
御
用
達
人
」
に
採
用
し

て
ほ
し
い
と
要
望
し
た
が
、
実
現
し
な
か
っ
た
ら
し
い

）
1（
（

。

２　

延
享
三
年
の
立
花
上
覧

（
１
）
池
坊
の
参
府

　

華
道
家
元
池
坊
総
務
所
は
、
家
元
の
参
府
（
江
戸
へ
の
下
向
）
に
つ
い
て
記
し
た
冊
子
形

態
の
記
録
（
参
府
記
）
を
七
種
類
所
蔵
し
て
い
る
。
本
稿
で
用
い
る
略
称
（
家
元
の
名
に
基
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「江戸における立花上覧の歴史」（細川）

殿
被
為
達
、
御
口
上
、
池
坊
今
度
御
朱
印
御
改
ニ

付
参
府
せ
ら
れ
た
、
就
夫
立
花
を

上
覧
あ
ら
ふ
と
仰
せ
ら
る
ゝ
、
委
細
ハ
役
人
共
ゟ
申
達
す
る
で
あ
ら
ふ
と
直
ニ

御
申

わ
た
し
有
之
候
、

　

こ
れ
を
受
け
て
翌
一
二
日
、
池
坊
か
ら
立
花
上
覧
の
願
書
を
提
出
し
た
。

「
専
純
②
」
五
月
一
二
日
条

　
　
　

乍
恐
口
上
書

一
、
此
度
参
府
仕
候
ニ

付
、
私
家
之
立
花
奉
入

上
覧
度
奉
存
候
、
立
花
真
草
行
ニ

式
法
相
定
り

御
座
候
、
直
真
之
立
花
ヲ

真
之
立
花

与

申
、
砂
之
物
を
草
与

申
、
除
真
之
立
花
を
行
与

申
候
、
（
中
略
）
立
花
ハ
日
数
三

日
程
用
意
仕
候
得
者
、
四
日
目
ニ

者
立
花
相
勤
り

申
候
、
砂
之
物
茂
瓶
与

申
候
、
立

花
ニ
而

も
砂
物
ニ
而

茂
、
一
時
斗
隙
取
申
候
、
御
床
・
御
花
瓶
・
御
花
台
拝
見
仕
度

奉
存
候
、
其
品
々
ニ

よ
り
相
心
得
之
儀
茂
御
座
候
、
以
上
、

延
享
三
年
寅
五
月　
　
　

京
都
六
角
堂
頂
法
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

池
坊　

印

寺
社
御
奉
行
所

　

こ
こ
に
は
、
立
花
に
は
真
（
直
真
の
立
花
）
・
草
（
砂
物
）
・
行
（
除
真
の
立
花
）
が
あ
る

こ
と
、
上
覧
に
あ
た
っ
て
三
日
の
準
備
期
間
が
欲
し
い
こ
と
、
事
前
に
床
・
花
瓶
・
花
台
を

拝
見
し
た
い
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
直
真
と
は
中
央
の
真
の
枝
が
ま
っ
す
ぐ
な
こ
と
、

除
真
と
は
そ
れ
が
曲
が
っ
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
砂
物
（
砂
之
物
）
と
は
、
通
常
は
水
面
を

見
せ
る
と
こ
ろ
に
砂
（
小
石
）
を
敷
き
詰
め
る
こ
と
に
よ
る
名
称
で
、
横
長
の
構
成
を
と
る
。

専
純
は
翌
一
三
日
、
江
戸
在
住
の
門
弟
・
谷
村
三
祝
を
訪
ね
て
砂
物
用
の
晒
木

）
1（
（

を
見
立
て
て

お
り
、
こ
こ
か
ら
準
備
を
本
格
化
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

幕
府
側
の
窓
口
は
、
同
月
一
五
日
に
同
じ
寺
社
奉
行
の
大
岡
忠
相
に
変
更
さ
れ
、
一
六
日

に
床
・
花
瓶
等
を
拝
見
、
一
八
日
に
立
花
上
覧
と
い
う
日
程
が
決
ま
っ
て
い
っ
た
。
花
瓶
は

江
戸
城
に
あ
る
も
の
を
使
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
砂
鉢
（
砂
物
用
の
器
）
の
下
栖
板

）
16
（

以

外
は
持
ち
出
し
禁
止
だ
っ
た
た
め
、
立
花
を
飾
る
床
の
間
と
と
も
に
確
認
す
る
こ
と
に
は
重

要
な
意
味
が
あ
っ
た
。
な
お
、
拝
見
に
際
し
谷
村
三
祝
を
同
行
さ
せ
て
い
る
。

　

上
覧
に
供
さ
れ
た
の
は
、
真
の
立
花
一
瓶
・
行
の
立
花
二
瓶
・
草
の
立
花
（
砂
物
）
一
瓶

の
計
四
瓶
で
、
場
所
は
本
丸
御
殿
黒
書
院
の
溜
之
間
が
指
定
さ
れ
た
。

づ
く
）
と
と
も
に
次
に
掲
げ
る
。

享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
） 

「
専
純
継
目
御
礼
勤
方
」
（
「
専
純
①
」
）

延
享
三
年
（
一
七
四
六
）　

 

「
立
花
上
覧
并
御
代
替
御
礼
之
記
録
」
（
「
専
純
②
」
、
写
真
３
）

宝
暦
一
一
年
（
一
七
六
一
） 

「
参
府
之
記
録
」
（
「
専
意
」
）

安
永
四
年
（
一
七
七
五
）   

「
出
府
日
記
控
」
（
「
専
弘
」
）

寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）   

「
専
定
様
御
参
府
」
（
「
専
定
」
）

文
政
五
年
（
一
八
二
二
）   
「
江
府
諸
礼
御
控
」
（
「
専
明
①
」
）

天
保
九
年
（
一
八
三
八
）　

 

「
御
朱
印
御
改
御
代
替
御
礼
参
府
記
」
（
「
専
明
②
」
）

　

重
要
事
項
に
つ
い
て
は
、
【
家
元
の
参
府
記 

一
覧
表
】
に
ま
と
め
た
。
家
元
が
参
府
す
る

目
的
は
、
六
角
堂
住
持
継
承
に
あ
た
っ
て
の
「
継
目
御
礼
」
ま
た
は
新
将
軍
就
任
に
あ
た
っ

て
の
「
御
朱
印
御
改
」
で
、
後
者
に
は
「
御
代
替
御
礼
」
が
付
属
し
た
。
六
角
堂
は
、
将
軍

名
義
の
朱
印
状
で
一
石
の
領
地
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
将
軍
の
代
替
わ
り
ご
と
に
朱
印

状
を
更
新
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
宝
暦
一
一
年
専
意
の
参
府
の
み
、
「
継
目
御
礼
」
「
御
朱
印

御
改
」
両
方
の
目
的
を
兼
ね
て
い
た
。

　

池
坊
専
純
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
で
一
度
ず
つ
参
府
し
て
い
る
。
一
回
目
は
享
保
一
一
年
、

継
目
御
礼
の
た
め
で
（
「
専
純
①
」
）
、
江
戸
で
は
京
橋
銀
座
三
丁
目
の
岡
西
卜
立
邸
に
滞
在

し
た
。
卜
立
邸
で
は
江
戸
の
門
弟
た
ち
が
参
加
す
る
花
会
も
催
さ
れ
た
が
、
専
純
の
花
が
将

軍
に
披
露
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。

（
２
）
急
遽
実
現
し
た
立
花
上
覧
（
池
坊
専
純
）

　

専
純
の
二
回
目
の
参
府
は
延
享
三
年
、
御
朱
印
御
改
の
た
め
で
あ
っ
た
（
「
専
純
②
」
）
。

一
回
目
の
後
に
岡
西
家
が
断
絶
し
た
た
め
、
以
降
は
旅
宿
を
他
に
求
め
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
一
回
目
に
は
な
か
っ
た
立
花
上
覧
が
実
現
す
る
。
『
徳
川
実
紀
』
延
享
三
年
五

月
一
八
日
条
に
、
「
京
六
角
堂
頂
法
寺
池
坊
専
純
を
黒
木
書
院
に
め
し
出
て
、
立
花
の
わ
ざ

を
な
さ
し
め
ら
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
上
覧
は
、
当
初
の
予
定
に
は
な
い
も
の
だ
っ
た
。
専
純
は
五
月
一
一
日
、
寺
社
奉
行

松
平
武
元
か
ら
呼
び
出
さ
れ
、
立
花
を
見
る
と
い
う
将
軍
徳
川
家
重
の
意
向
を
伝
え
ら
れ
た
。

「
専
純
②
」
五
月
一
一
日
条

早
速
主
計
頭
殿
江

参
候
処
、
山
口
佐
太
夫
と
申
役
人
被
出
逢
、
立
花
ニ

真
行
草
と
申
有

之
哉
と
被
申
、
立
花
拵
様
之
事
な
ど
被
相
尋
候
上
ニ
而

、
奥
之
間
へ

通
さ
れ
、
主
計
頭
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当
時
の
老
中
首
座
で
姫
路
藩
主
の
酒
井
忠
恭
は
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
に
入
門
し
た

池
坊
の
門
弟
だ
っ
た

）
17
（

。
大
名
本
人
が
入
門
し
た
例
と
し
て
は
、
最
も
早
い
部
類
に
属
す
る
。

忠
恭
は
江
戸
城
大
手
門
前
の
酒
井
家
上
屋
敷
へ
専
純
を
招
き
、
城
内
の
世
話
役
と
し
て
同
朋

頭
と
御
数
寄
屋
頭
を
専
純
に
紹
介
し
た
。

「
専
純
②
」
五
月
一
五
日
条

大
手
向
左
角
御
屋
敷
酒
井
雅
楽
頭
殿
へ

兼
日
ゟ
御
招
ニ

而
、
対
之
立
花
致
持
参
候
、
雅

楽
頭
殿
御
懇
意
之
思
召
ニ

而
、
御
城
堂
坊
頭
原
田
順
阿
弥
・
御
数
寄
屋
頭
谷
村
三
育

右
両
人
其
日
被
召
寄
、
此
方
と
ち
か
づ
き
ニ

御
前
ニ

而
直
ニ

御
引
合
せ

被
下
、
十
六
日
・

十
八
日
池
坊
御
城
江

上
り
候
而
案
内
之
儀
手
つ
だ
い
等
委
細
右
両
人
へ

雅
楽
殿
池
坊
同

席
ニ

而
御
頼
被
下
、

　

床
・
花
瓶
等
拝
見
の
日
と
上
覧
当
日
、
専
純
と
門
弟
は
中
之
口
か
ら
御
殿
に
上
が
っ
た
が
、

こ
れ
は
紹
介
さ
れ
た
二
名
の
、
玄
関
か
ら
上
が
る
の
は
「
万
事
勝
手
悪
敷
候
」
と
い
う
意
見

に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
忠
恭
は
、
立
花
は
二
、
三
日
間
城
内
に
置
か
れ
る
の
で
、
弱
い
草
木
は
用

い
な
い
よ
う
に
な
ど
、
門
弟
ら
し
い
助
言
も
し
て
い
る
。
岡
西
卜
立
の
先
例
を
知
っ
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
花
の
下
指

）
1（
（

は
、
真
と
行
の
立
花
に
つ
い
て
は
専
純
の
旅
宿
で
行

わ
れ
た
が
、
砂
物
は
酒
井
家
上
屋
敷
の
鑓
之
間
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
し
て
上
覧
当
日
の
一
八

日
に
は
、
専
純
は
そ
の
屋
敷
で
準
備
を
整
え
、
長
持
に
「
立
花
御
用　

京
六
角
堂
池
坊
」
と

書
い
た
紙
を
貼
り
付
け
て
登
城
し
た
。
手
伝
い
の
門
弟
二
名
（
谷
村
三
祝
と
京
都
か
ら
随
行

し
た
川
井
武
左
衛
門
）
の
同
行
が
認
め
ら
れ
た
の
も
、
忠
恭
の
取
り
計
ら
い
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。

　

溜
之
間
で
は
、
真
と
行
の
立
花
計
三
瓶
は
床
に
置
か
れ
た
花
台
に
、
砂
物
は
床
の
右
手
（
向

か
っ
て
左
）
の
畳
に
ま
ず
台
を
置
き
、
そ
れ
に
重
ね
て
置
か
れ
た
花
台
に
飾
ら
れ
た
。
砂
物

の
花
台
に
は
葵
の
御
紋
が
付
い
て
お
り
、
砂
は
備
後
の
水
晶
石
が
用
い
ら
れ
た
。

　

専
純
と
門
弟
は
六
ツ
半
時
よ
り
作
業
に
取
り
掛
か
り
、
御
扈
従
衆
や
御
側
衆
が
見
物
す
る

中
、
朝
飯
を
辞
退
す
る
な
ど
し
て
急
い
だ
結
果
、
五
ツ
半
時
過
ぎ
に
四
瓶
を
完
成
さ
せ
た
。

そ
の
後
、
専
純
と
門
弟
は
波
之
間
で
休
息
・
待
機
し
、
専
純
は
医
者
之
間
、
門
弟
は
上
台
所

で
料
理
を
頂
戴
し
た
。

　

続
い
て
、
老
中
と
若
年
寄
の
内
覧
の
場
に
専
純
が
呼
ば
れ
、
こ
の
後
上
覧
が
あ
る
の
で
、

花
瓶
の
水
を
替
え
、
花
に
露
を
打
つ
よ
う
に
と
忠
恭
か
ら
命
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
も
門
弟
な
ら

で
は
の
助
言
で
あ
る
。
そ
の
後
再
び
波
之
間
で
待
機
し
て
い
る
間
、
四
ツ
半
時
ご
ろ
か
ら
九

ツ
時
過
ぎ
ま
で
上
覧
が
あ
っ
た
。
専
純
と
門
弟
は
同
席
を
許
さ
れ
て
い
な
い
。
上
覧
終
了
後
、

専
純
と
門
弟
は
溜
之
間
に
呼
ば
れ
、
立
花
が
上
意
に
叶
っ
た
こ
と
、
大
御
所
（
徳
川
吉
宗
）

に
見
せ
る
た
め
四
瓶
と
も
に
西
の
丸
へ
移
す
こ
と
を
忠
恭
か
ら
告
げ
ら
れ
た
。
西
の
丸
へ
は

谷
村
三
祝
が
付
き
添
い
、
専
純
は
川
井
武
左
衛
門
と
と
も
に
下
城
し
た
。

　

な
お
、
上
覧
終
了
後
に
若
年
寄
か
ら
「
花
形
次
第
之
書
付
」
を
求
め
ら
れ
、
そ
の
場
で
専

純
が
「
七
ツ
道
具
・
あ
い
し
ら
い
の
し
な
〳
〵
・
木
と
め
・
草
と
め
迄
」
を
書
い
た
と
い
う
。

こ
れ
は
、
使
用
し
た
花
材
す
べ
て
を
書
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
七
ツ
道
具
と
は
、
立
花
の

主
な
構
成
要
素
（
役
枝
）
で
あ
る
真
・
副
・
請
・
正
真
・
見
越
・
前
置
・
流
枝
を
指
し
、
胴
・

控
を
加
え
て
七
九
の
道
具
と
も
呼
ぶ
。

　

そ
の
後
、
同
月
二
九
日
に
大
岡
宅
で
御
褒
美
と
し
て
白
銀
一
〇
枚
を
頂
戴
し
た
。
ま
た
、

池
坊
は
継
目
御
礼
を
欠
か
さ
ず
行
っ
て
い
る
一
方
、
御
代
替
御
礼
は
途
絶
え
て
い
る
と
し
て
、

こ
れ
を
申
請
し
て
六
月
一
日
に
実
現
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
時
の
四
瓶
を
描
い
た
絵
図
が
池
坊
に
伝
わ
っ
て
い
る
が
（
口
絵
「
関
東
台
覧

立
花
砂
之
物
図
」
）
、
き
っ
か
け
は
吉
宗
の
命
で
あ
っ
た
。

「
専
純
②
」
五
月
一
八
日
条

夜
ニ

入
、
谷
村
三
祝
旅
宿
へ

参
候
而
申
候
ニ

者
、
今
日
谷
村
三
育
へ

小
笠
原
石
見
守
殿

仰
ニ

、
今
日
之
立
花
西
御
丸
へ

上
り

、
大
御
所
様
ニ

茂
被
為
遊　

上
覧
候
処
、
甚
上
意
ニ

相
叶
、
至
極
首
尾
好
候
間
、
此
段
池
坊
へ

申
聞
せ
候
様
ニ

と
被
仰
、
且
亦
今
日
相
勤
候

立
花
・
砂
物
絵
図
ニ

仕
差
上
候
様
ニ

と
被
仰
付
候
間
、
是
又
池
坊
へ

申
聞
、
早
々
差
上

候
様
ニ

と
石
見
守
殿
三
育
へ

被
仰
付
候
故
、
右
申
入
候
と
三
祝
申
候
故
、
先
御
請
申
、

三
祝
ヲ

返
シ

申
候
、

「
専
純
②
」
七
月
一
五
日
条

先
達
而

江
戸
表
ニ
而

被　

仰
付
候
上
覧
之
立
花
・
砂
物
絵
図
、
武
左
衛
門
相
認
懸
り

申
候
、

極
上
之
絹
幅
壱
尺
三
寸
余
之
絵
絹
地
、
た
け
六
尺
余
り
ニ

、
右
立
花
・
砂
物
四
瓶
之
図

認
さ
せ
候
、
其
図
控
別
ニ

有
、

　

吉
宗
が
立
花
を
絵
図
に
し
て
献
上
す
る
よ
う
に
命
じ
た
の
に
対
し
、
川
井
武
左
衛
門
が
京

都
に
戻
っ
て
か
ら
描
き
、
献
上
し
た
の
で
あ
る
。
池
坊
に
伝
わ
る
の
は
そ
の
控
と
い
う
こ
と



111

「江戸における立花上覧の歴史」（細川）

に
な
る
。
真
の
枝
の
花
材
は
、
真
の
立
花
が
緑
松
（
若
松
）
、
行
の
立
花
が
檜
、
砂
物
は
老

松
で
あ
っ
た
。

３　

恒
例
化
し
た
立
花
上
覧

　

専
意
以
降
の
立
花
上
覧
に
つ
い
て
も
、
専
明
の
文
政
五
年
以
外
は
『
徳
川
実
紀
』
『
続
徳

川
実
紀
』
に
載
っ
て
い
る

）
1（
（

。
以
下
、
池
坊
側
の
記
録
の
内
容
を
紹
介
す
る
。

（
１
）
宝
暦
一
一
年
の
立
花
上
覧
（
池
坊
専
意
）

　

「
専
意
」
は
、
単
純
な
時
系
列
順
に
記
す
の
で
は
な
く
、
目
的
別
に
整
理
さ
れ
て
い
る
の

で
わ
か
り
や
す
い
。
こ
の
時
以
降
、
【
家
元
の
参
府
記　

一
覧
表
】
に
挙
げ
た
立
花
上
覧
に

関
す
る
事
項
が
恒
例
化
す
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
即
し
て
説
明
す
る
。

〔
四
月
二
日　

寺
社
奉
行
に
願
出
〕
月
番
の
寺
社
奉
行
の
屋
敷
に
参
上
し
、
立
花
上
覧
の
願
書
・

先
例
書
・
京
都
町
奉
行
か
ら
の
添
状
を
提
出
。

専
意
は
京
都
出
立
前
、
京
都
町
奉
行
に
対
し
、
専
純
が
江
戸
逗
留
中
に
立
花
上
覧
を
命

じ
ら
れ
た
旨
報
告
し
、
今
回
は
「
拙
僧
在
府
中
立
花　

上
覧
之
儀
御
沙
汰
無
御
座
候
者
、
寺

社
御
奉
行
衆
へ

御
窺
申
上
度
奉
存
候
」
、
す
な
わ
ち
、
上
覧
の
沙
汰
が
な
い
場
合
は
池
坊
側

か
ら
寺
社
奉
行
に
願
い
出
た
い
と
述
べ
、
了
承
を
得
た
う
え
で
添
状
も
獲
得
し
て
い
た
。
上

覧
を
恒
例
に
し
た
い
と
い
う
強
い
思
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
江
戸
到
着
後
一
ヵ
月
以

上
経
過
し
て
も
沙
汰
が
な
か
っ
た
の
で
、
御
代
替
御
礼
の
翌
日
に
願
い
出
た
の
で
あ
る
。

〔
四
月
二
六
日　

立
花
上
覧
仰
付
〕
寺
社
奉
行
の
屋
敷
へ
参
上
し
、
将
軍
か
ら
立
花
上
覧
の

命
が
下
さ
れ
た
こ
と
の
通
知
を
受
け
る
。

〔
五
月
七
日　

上
覧
日
通
知
〕
寺
社
奉
行
の
屋
敷
へ
参
上
し
、
上
覧
日
が
決
ま
っ
た
こ
と
の

通
知
を
受
け
る
。

　

右
の
二
種
の
通
知
に
つ
い
て
は
、
寺
社
奉
行
本
人
が
行
う
の
が
基
本
だ
っ
た
が
、
役
人
が

対
応
し
た
例
も
あ
る
。
ま
た
、
通
知
内
容
を
記
し
た
書
付
の
交
付
が
、
上
覧
仰
付
に
つ
い
て

は
「
専
弘
」
か
ら
、
上
覧
日
に
つ
い
て
は
「
専
意
」
か
ら
確
認
で
き
る
。

〔
五
月
一
四
日　

床
・
花
瓶
等
拝
見
〕
手
伝
い
の
門
弟
一
名
（
の
ち
に
増
員
）
を
連
れ
て
登
城
。

黒
書
院
溜
之
間
で
床
・
花
瓶
・
砂
鉢
・
花
台
な
ど
を
拝
見
し
、
寸
法
を
測
定
す
る
。

　

御
殿
へ
上
が
る
場
所
は
、
下
組
・
上
覧
当
日
を
含
め
、
専
意
は
玄
関
、
門
弟
は
中
之
口
だ

っ
た
。
家
元
が
立
花
上
覧
関
係
で
玄
関
か
ら
上
が
っ
た
の
は
こ
の
時
だ
け
で
、
他
の
参
府
記

で
は
中
之
口
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
継
目
御
礼
と
御
代
替
御
礼
で
は
玄
関
か
ら
上
が
っ
て

い
る
。

〔
五
月
一
七
日　

下
組
〕
手
伝
い
の
門
弟
二
名
（
の
ち
に
増
員
）
を
連
れ
て
登
城
。
黒
書
院

溜
之
間
で
下
準
備
を
す
る
。

専
純
の
時
に
は
な
か
っ
た
登
城
で
、
寺
社
奉
行
側
か
ら
の
提
案
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
。

「
専
意
」
五
月
一
〇
日
条

和
泉
守
殿
ゟ
手
紙
ニ
而

呼
ニ

参
、
請
書
遣
し
、
直
ニ

罷
出
候
へ
ハ
、
兵
左
衛
門
被
出
逢
、

十
八
日
朝
五
ツ
半
時
迄
ニ

四
瓶
共
ニ

出
来
揃
候
様
ニ

致
さ
す
而
ハ
不
宜
候
ニ

付
、
前
日

十
七
日
半
分
指
置
候
而
ハ
如
何
之
由
尋
ニ

付
、
左
候
ハ
ゝ
、
木
之
向
を
十
七
日
ニ

指
、

草
之
向
を
十
八
日
ニ

指
候
へ
ハ
、
十
八
日
五
ツ
半
迄
ニ

出
来
立
可
申
段
申
候
へ
ハ
、
然

者
其
通
可
然
と
被
申
、

　

上
覧
の
時
間
ま
で
に
必
ず
完
成
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
前
日
に
作
業
を
半
分
ほ
ど

進
め
て
お
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
前
日
に
挿
す
「
木
之
向
」
と
は
、
松
や
檜
な
ど
木

物
と
呼
ば
れ
る
花
材
を
、
当
日
に
挿
す
「
草
之
向
」
と
は
、
燕
子
花
や
菊
な
ど
草
物
と
呼
ば

れ
る
花
材
を
指
す
。
下
準
備
は
こ
れ
以
前
に
旅
宿
で
も
行
う
が
、
城
内
で
行
っ
た
場
合
、
木

物
を
挿
し
た
ま
ま
に
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
っ
た
。

　

な
お
、
「
専
意
」
「
専
明
①
」
で
は
午
後
に
登
城
、
「
専
弘
」
「
専
定
」
「
専
明
②
」
で
は
午

前
中
か
ら
登
城
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
後
者
の
場
合
は
、
家
元
と
門
弟
に
料
理
が
下
さ
れ
た
。

場
所
は
、
家
元
が
医
者
の
間
（
医
者
溜
り
と
も
）
、
門
弟
は
上
台
所
だ
っ
た
（
後
述
の
上
覧

当
日
も
同
じ
）
。

〔
五
月
一
八
日　

立
花
上
覧
〕
手
伝
い
の
門
弟
二
名
（
の
ち
に
増
員
）
を
連
れ
て
早
朝
か
ら

登
城
。
黒
書
院
溜
之
間
で
草
物
を
挿
し
、
立
花
・
砂
物
計
四
瓶
を
完
成
さ
せ
る
。
家
元

と
門
弟
は
他
の
部
屋
に
移
っ
て
休
息
・
待
機
し
、
そ
の
間
に
上
覧
が
行
わ
れ
る
。
上
覧

終
了
後
、
寺
社
奉
行
な
ど
か
ら
立
花
が
上
意
に
叶
っ
た
旨
告
げ
ら
れ
、
下
城
す
る
。

「
専
意
」
五
月
一
八
日
条

御
目
附
曲
渕
勝
次
郎
殿
度
々
御
見
廻
、
其
外
彼
是
御
見
廻
有
之
候
得
共
、
御
挨
拶
不

申
、
花
指
立
申
候
、
（
中
略
）
和
泉
守
殿
御
挨
拶
有
之
、
花
之
道
具
書
付
い
た
し
候

様
ニ

と
て
、
奉
書
五
枚
斗
と
ぢ
候
帳
出
申
候
而

、
三
瓶
之
花
形
付
砂
物
迄
七
ツ
道
具
・
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う
砂
、
汚
れ
防
止
の
た
め
の
毛
氈
な
ど
は
幕
府
側
が
用
意
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
砂
は
先
年

と
同
じ
く
寒
水
石
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
専
純
の
時
の
備
後
産
水
晶
石
か
ら
専
意
の
時
に
変

更
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

専
弘
の
時
の
最
も
大
き
な
特
徴
は
、
下
組
で
木
物
を
挿
す
の
は
行
の
立
花
と
砂
物
の
計
三

瓶
に
と
ど
め
、
真
の
立
花
一
瓶
は
上
覧
当
日
に
ほ
ぼ
最
初
か
ら
作
業
し
た
こ
と
で
あ
る
。

「
専
弘
」
一
〇
月
一
六
日
条

御
当
日
外
之

三
瓶
ハ
五
ツ
半
比
ニ

被
仕
廻
、
真
花
一
瓶
ハ
前
日
下
組
不
仕
、
当
日
ニ

四

ツ
時
ニ

被
取
組
候
様
ノ
手
組
可
然
ト
被
申
候
事
、

「
専
弘
」
一
〇
月
一
七
日
条

真
之
花
一
瓶
之
儀
者
、
御
当
日
仕
立
候
共
、
真
・
請
・
流
等
者
、
下
拵
仕
置
持
参
仕
、

夫
ゟ
立
込
、
其
外
之
品
者
、
荒
道
具
ゟ
仕
立
候
ニ

者
、
一
時
半
程
相
掛
り

、
四
半
時
ゟ

取
懸
り

候
ハ
ヽ
、
八
時
前
迄
ニ

出
来
仕
候
様
可
相
成
奉
存
候
、

「
専
弘
」
一
〇
月
二
五
日
条

御
花
瓶
三
瓶
共
こ
み
仕
込
、
行
弐
瓶
并
砂
物
木
ノ
向
下
組
い
た
し
、
水
張
并
御
砂
鉢

砂
も
入
、
五
ツ
半
比
仕
廻
候
所
、

　

真
・
請
・
流
枝
な
ど
骨
格
と
な
る
部
分
に
つ
い
て
は
下
拵
え
を
し
た
が
、
そ
れ
ら
以
外
は

上
覧
当
日
に
「
荒
道
具
」
す
な
わ
ち
手
を
加
え
て
い
な
い
状
態
か
ら
作
業
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
二
五
日
条
に
は
黒
書
院
の
簡
略
な
図
が
描
か
れ
て
お
り
（
写
真
４
）
、
溜
之

間
の
床
に
○
印
が
三
つ
あ
っ
て
、
真
と
行
の
立
花
計
三
瓶
が
飾
ら
れ
る
場
所
を
示
し
て
い
る

が
、
黒
書
院
下
段
の
床
に
も
○
印
が
一
つ
あ
る
。
こ
こ
が
、
当
日
真
の
立
花
の
作
業
を
し
た

場
所
で
あ
ろ
う
。

　

「
専
弘
」
は
、
上
覧
当
日
で
あ
る
一
〇
月
二
六
日
条
の
記
述
が
登
城
し
た
と
こ
ろ
で
終
わ

っ
て
お
り
、
詳
細
に
つ
い
て
は
別
記
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
現
存
し
な
い
。
た
だ
し
、

「
専
定
」
四
月
朔
日
条
に
先
例
が
書
き
上
げ
ら
れ
る
中
で
「
御
当
日
真
之
立
華
者　

上
覧
被

為　

在
候
間
、
荒
拵
ゟ
差
立
」
と
あ
る
の
で
、
真
の
立
花
が
仕
上
が
っ
て
い
く
様
子
を
将
軍

徳
川
家
治
が
見
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
し
て
通
常
と
は
異
な
る
こ
の
立
花
上
覧
は
、
褒
美
の
加
増
を
も
た
ら
し
た
。

「
専
弘
」
一
一
月
一
日
条

同
日
夕
方
御
褒
美
先
規
之
外
御
加
増
有
之
事
、

あ
し
ら
ひ
・
草
と
め
・
木
と
め
迄
も
書
付
候
様
被
仰
、
認
申
候
、
和
泉
守
殿
へ

御
落

手
被
成
、

　

見
回
り
に
来
た
幕
府
側
の
人
物
に
挨
拶
せ
ず
、
作
業
に
集
中
す
る
の
は
以
後
恒
例
と
な

り
、「
専
弘
」
で
は
事
前
に
「
御
貴
人
様
に
て
も
御
挨
拶
ハ
不
仕
候
」
と
断
り
を
入
れ
て
い
る
。

専
純
の
時
と
同
じ
よ
う
に
提
出
し
た
花
材
一
覧
は
、
他
の
参
府
記
で
は
「
花
組
書
付
」
な
ど

と
表
記
さ
れ
る
。
「
専
弘
」
以
降
は
、
下
組
の
日
に
提
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

休
息
・
待
機
の
場
所
は
、「
専
意
」で
は
松
之
間
と
す
る
が
、
参
府
記
に
よ
り
異
な
る
。
ま
た
、

昇
殿
し
て
い
る
間
に
二
回
料
理
を
下
さ
れ
る
の
が
通
例
と
な
っ
た
。
ど
の
時
点
で
下
さ
れ
る

か
は
一
定
せ
ず
、
「
専
意
」
で
は
四
瓶
完
成
後
と
、
上
意
に
叶
っ
た
旨
告
げ
ら
れ
た
後
だ
が
、

「
専
定
」
で
は
作
業
前
と
四
瓶
完
成
後
、「
専
明
①
」
で
は
四
瓶
完
成
後
と
老
中
の
見
分
後
、「
専

明
②
」
で
は
真
と
行
の
立
花
三
瓶
完
成
後
と
砂
物
完
成
後
と
な
っ
て
い
る
。

　

上
覧
終
了
後
の
立
花
は
、
城
内
の
別
の
場
所
へ
移
さ
れ
た
。
「
専
意
」
で
は
西
の
丸
へ
、「
専

定
」で
は
立
花
一
瓶
が
奥
へ
、
砂
物
は
西
の
丸
へ
、「
専
明
①
」で
は
真
の
立
花
は
御
座
之
間
へ
、

行
の
立
花
と
砂
物
は
西
の
丸
へ
、「
専
明
②
」
で
は
奥
へ
移
さ
れ
て
い
る
（
「
専
弘
」
は
不
明
）
。

〔
五
月
一
九
日　

御
褒
美
頂
戴
〕
寺
社
奉
行
の
屋
敷
へ
参
上
し
、
褒
美
の
白
銀
一
〇
枚
を
受

け
取
る
。
そ
の
後
、
日
を
改
め
て
寺
社
奉
行
か
ら
京
都
町
奉
行
の
添
状
に
対
す
る
返
書

を
受
け
取
り
、
帰
京
後
、
町
奉
行
へ
の
報
告
時
に
提
出
す
る
。

（
２
）
安
永
四
年
の
立
花
上
覧
（
池
坊
専
弘
）

　

「
専
弘
」
は
他
の
参
府
記
に
比
べ
簡
略
な
記
述
に
な
っ
て
お
り
、
「
専
定
」
以
降
の
参
府
記

に
先
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
判
明
す
る
こ
と
も
多
い
。

　

専
弘
は
、
継
目
御
礼
終
了
後
、
そ
の
日
の
う
ち
に
立
花
上
覧
願
を
提
出
し
た
。
こ
れ
は
御

代
替
御
礼
の
場
合
も
含
め
、
恒
例
と
な
っ
た
。
専
意
の
時
に
、
幕
府
か
ら
の
沙
汰
が
な
い
こ

と
が
判
明
し
た
の
で
、
御
礼
後
一
日
待
つ
必
要
が
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

登
城
す
る
際
の
手
伝
い
の
う
ち
一
名
は
、
「
同
姓　

小
野
木
工
」
だ
っ
た
。
こ
の
「
同
姓
」

と
は
、
池
坊
が
小
野
妹
子
の
末
裔
と
称
す
る
こ
と
に
よ
る
。
小
野
木
工
は
実
際
に
は
専
純
室

の
甥
で
専
弘
の
後
見
人
で
も
あ
っ
た
永
田
彦
四
郎
（
華
亭
）
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
木
工
の
存
在
に
よ
っ
て
か
、
床
・
花
瓶
等
拝
見
の
時
の
手
伝
い
が
二
名
に
増
員
さ
れ
た
。

　

「
専
弘
」
一
〇
月
一
七
日
条
か
ら
は
、
準
備
の
分
担
が
わ
か
る
。
込
藁
（
藁
を
束
ね
て
枝

を
挿
し
、
固
定
す
る
道
具
）
と
花
具
（
花
材
）
は
池
坊
が
、
手
桶
に
入
れ
た
水
、
砂
物
に
使
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「江戸における立花上覧の歴史」（細川）

　

具
体
的
に
は
白
銀
一
五
枚
だ
っ
た
こ
と
が
、
「
専
定
」
か
ら
判
明
す
る
。
な
お
、
当
時
は

老
中
兼
側
用
人
の
田
沼
意
次
の
全
盛
期
に
あ
た
り
、
「
専
弘
」
に
も
、
立
花
と
砂
物
を
進
上

す
る
な
ど
、
意
次
と
の
交
流
が
記
さ
れ
て
い
る
。
翌
安
永
五
年
（
一
七
七
五
）
に
は
意
次
の

勧
め
に
よ
っ
て
、
専
弘
は
立
花
五
〇
図
・
生
花
五
〇
図
を
描
い
た
巻
物
を
幕
府
へ
献
上
し
て

お
り

）
（0
（

、
意
次
は
池
坊
の
花
に
高
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
。
特
別
な
立
花
上
覧
の
実
現

に
も
、
意
次
の
関
与
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
３
）
寛
政
九
年
の
立
花
上
覧
（
池
坊
専
定
）

　

「
専
定
」
に
は
、
専
弘
の
時
の
「
格
別
上
覧
」
が
先
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
を
継
承
す
る
こ
と
は
な
く
、
上
覧
前
日
に
四
瓶
の
下
組
を
行
う
と
い
う
や
り
方
に
戻
っ
て

い
る
。
幕
府
側
か
ら
の
要
請
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

下
組
と
当
日
の
手
伝
い
に
つ
い
て
、
前
回
の
よ
う
な
同
姓
の
者
は
い
な
い
と
い
う
理
由

で
、
二
名
か
ら
三
名
に
増
員
す
る
こ
と
を
願
い
出
て
、
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
専
意
の
時
に

登
場
し
た
花
組
書
付
は
、
こ
の
時
か
ら
参
府
記
に
も
写
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
詳
細

が
判
明
す
る
（
写
真
５
）
。
実
際
の
立
花
と
照
合
で
き
る
よ
う
に
、
七
九
の
道
具
に
つ
い
て
は
、

ど
の
位
置
に
ど
の
花
材
を
使
っ
た
か
わ
か
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
時
の
専
定
の
作
品
は
版
画
に
さ
れ
、
専
定
の
作
品
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る

）
（1
（

。
か
つ
て

の
肉
筆
画
に
代
え
て
版
画
を
作
る
こ
と
で
、
多
く
の
人
が
上
覧
の
立
花
の
姿
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
４
）
文
政
五
年
の
立
花
上
覧
（
池
坊
専
明
）

　

専
明
は
寺
社
奉
行
の
役
人
か
ら
、
専
定
の
時
に
続
い
て
手
伝
い
の
門
弟
が
三
名
で
あ
る
こ

と
の
理
由
を
尋
ね
ら
れ
た
。

「
専
明
①
」
二
月
二
日
条

寛
政
之
度
立
花
相
勤
申
候
之
節
、
門
弟
三
人
召
連
申
候
之
儀
者
、
都
而
近
躰
之
立
花

者
追
々
甚
密
ニ

相
成
、
格
別
ニ

あ
し
ら
い
枝
等
数
多
差
立
申
之
儀
ニ

付
、
先
例
ハ

両
人

召
連
候
得
と
も
、
別
段
ニ

相
願
、
三
人
召
連
申
候
、

　

立
花
が
複
雑
に
な
り
、
あ
し
ら
い
の
枝
（
七
九
の
道
具
以
外
の
補
助
的
な
枝
）
が
多
く
な

っ
た
の
で
、
三
名
必
要
に
な
っ
た
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

　

「
専
明
①
」
の
特
徴
と
し
て
は
、
花
の
寸
法
を
記
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
二
月

一
〇
日
条
に
よ
れ
ば
、
真
・
行
の
立
花
が
高
さ
四
尺
七
寸
、
砂
物
が
横
九
尺
、
高
さ
五
尺
で

あ
っ
た
（
高
さ
は
込
藁
か
ら
上
）
。

　

ま
た
、
「
専
明
①
」
二
月
一
五
日
条
に
は
、
御
数
寄
屋
方
の
鈴
木
宗
休
か
ら
、
「
此
度
上
覧

之
立
花
彫
刻
ニ

相
成
候
ハ
ゝ
、
内
々
御
城
内
へ
差
出
候
様
」
依
頼
を
受
け
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
専
明
の
作
品
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
版
画

）
（（
（

が
、
江
戸
へ
も
送
ら
れ
た
と

推
測
さ
れ
る
。

　

参
府
記
を
通
覧
す
る
と
、
家
元
の
江
戸
到
着
時
、
門
弟
と
と
も
に
江
戸
の
花
屋
も
出
迎
え

に
や
っ
て
来
て
い
る
。
門
弟
の
記
録
の
う
ち
、
「
専
明
①
」
に
近
い
年
次
の
と
こ
ろ
に
、
花

屋
へ
遣
わ
し
た
文
書
が
写
さ
れ
て
お
り
、
花
具
（
花
材
）
の
調
達
を
依
頼
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

『
門
弟
仮
留
帳
』
（
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
）　

文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）

江
戸
華
屋
へ

遣
文

其
方
事
、
華
道
執
心
故
、
永
可
被
相
守
家
伝
候
、
当
坊
出
府
御
用
御
華
之
節
者
、
花

具
可
有
調
達
者
也
、

（
５
）
天
保
九
年
の
立
花
上
覧
（
池
坊
専
明
）
と
そ
の
後

　

「
専
明
②
」
の
江
戸
滞
在
中
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
紀
要
掲
載
の
翻
刻
と
解
題
を
参
照

さ
れ
た
い
。
帰
京
後
は
前
回
同
様
、
立
花
を
版
画
に
し
て
江
戸
へ
送
っ
た
。
大
老
井
伊
直
亮

を
は
じ
め
、
「
都
合
三
十
六
冊
差
出
申
候
」
と
あ
る
。
こ
の
表
記
か
ら
冊
子
状
に
な
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
現
存
す
る
「
関
東
上
覧
図
」
が
こ
れ
に
あ
た
る
（
写
真
６
）
。
門
弟

な
ど
へ
の
頒
布
も
想
定
さ
れ
る
。
参
府
記
と
現
存
す
る
絵
図
を
見
る
限
り
、
四
瓶
の
真
の
枝

の
花
材
は
、
専
純
以
降
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

家
元
の
参
府
記
は
「
専
明
②
」
が
最
後
と
な
っ
た
が
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
、
安
芸

国
忠
海
在
住
で
専
明
の
高
弟
だ
っ
た
灌
園
房
が
、
専
明
の
代
理
と
し
て
御
朱
印
御
改
の
た
め

に
参
府
し
て
い
る

）
（（
（

。
た
だ
し
、
立
花
上
覧
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
し
て
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
、
将
軍
徳
川
家
茂
が
上
洛
し
た
機
会
を
と
ら
え
、
池

坊
専
正
は
二
条
城
で
継
目
御
礼
と
御
代
替
御
礼
を
済
ま
せ
た

）
（（
（

。
池
坊
側
は
立
花
上
覧
を
望
ん

で
い
た
が
、
家
茂
が
大
坂
城
へ
移
動
し
た
た
め
、
果
た
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
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御
成
の
場
で
立
花
を
担
当
し
た
こ
と
や
、
江
戸
城
内
で
立
花
を
上
覧
に
供
し
た
こ
と
は
、

華
道
家
元
に
と
っ
て
名
誉
な
こ
と
で
あ
り
、
幕
藩
体
制
の
中
で
池
坊
が
そ
の
地
位
を
確
固
た

る
も
の
に
す
る
た
め
の
重
要
な
出
来
事
だ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
立
花
上
覧
の
準
備
か
ら

当
日
、
さ
ら
に
は
事
後
処
理
ま
で
の
過
程
で
は
、
京
都
か
ら
連
れ
て
き
た
門
弟
、
江
戸
在
住

の
門
弟
、
幕
府
関
係
者
が
様
々
な
動
き
を
し
て
お
り
、
多
様
な
人
的
交
流
が
垣
間
見
え
る
が
、

今
回
は
詳
細
を
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

【
注
】

（
1
） 

家
元
の
称
号
は
江
戸
中
期
以
降
に
一
般
化
す
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
江
戸
前
期
に
さ
か
の

ぼ
っ
て
用
い
る
。

（
（
） 

本
紀
要
所
収
「
（
翻
刻
）
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
「
御
朱
印
御
改
御
代
替
御
礼
参
府
記
」
」
。

本
稿
で
の
略
称
は
「
専
明
②
」
。

（
（
） 

立
花
上
覧
の
歴
史
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
は
、
池
坊
中
央
研
究
所
「
池
坊
歴
史
紀
行
第
十
三

回　

江
戸
城
」
（
『
華
道
』
二
〇
一
五
年
一
月
号
）
、
拙
稿
「
江
戸
東
京
歴
史
探
訪
第
九
回　

将

軍
へ
の
立
花
上
覧
」（
『
華
道
』
二
〇
一
九
年
九
月
号
）
、
拙
著
『
１
日
５
分　

い
け
ば
な
の
歴
史
』

（
淡
交
社
、
二
〇
二
二
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
（
） 

御
成
に
つ
い
て
は
、『
徳
川
将
軍
の
御
成
』
（
徳
川
美
術
館
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
考
に
し
た
。

（
（
） 

深
田
て
る
み
「
江
戸
時
代
初
期
の
紀
州
徳
川
家
上
屋
敷
に
お
け
る
座
敷
飾
に
み
ら
れ
る
立
花

に
つ
い
て
」
（
『
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
（
北
海
道
）
』
、
一
九
九
五
年
）
。

（
6
） 

山
根
有
三
「
立
花
様
式
の
完
成
―
二
代
専
好
の
生
涯
と
作
品
を
中
心
に
―
」
「
専
好
作
品
の

研
究
史
料
と
そ
の
解
説
」
（
『
花
道
史
研
究
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
六
年
）
、
熊
倉

功
夫
『
後
水
尾
天
皇
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
。

（
7
） 

深
田
て
る
み
「
江
戸
時
代
前
期
の
加
賀
前
田
家
本
郷
邸
に
お
け
る
御
殿
の
性
格
―
座
敷
飾
に

み
ら
れ
る
立
花
な
ど
の
花
を
中
心
に
―
」
（
『
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
（
東

海
）
』
、
一
九
九
四
年
）
。

（
（
） 『
加
賀
藩
江
戸
屋
敷
―
本
郷
邸
の
儀
礼
と
く
ら
し
―
』（
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
、二
〇
二
〇
年
）。

（
（
） 

島
津
家
文
書
中
の
島
津
邸
指
図
を
用
い
て
御
成
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
藤
川
昌
樹
「
寛

永
７
年
島
津
邸
御
成
に
お
け
る
御
殿
の
構
成
と
式
次
第
」（
『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』

五
三
九
号
、
二
〇
〇
一
年
）
が
あ
る
。

（
10
） 

土
田
美
緒
子
「
―
資
料
紹
介
―
「
御
数
寄
御
成
の
記
」（
仮
題
）
」（
『
尚
古
集
成
館
紀
要
』
四
号
、

一
九
九
〇
年
）
。
『
黎
明
館
企
画
特
別
展　

茶
の
湯
と
薩
摩
』
（
鹿
児
島
県
歴
史
・
美
術
セ
ン

タ
ー
黎
明
館
ほ
か
、
二
〇
二
二
年
）
に
は
御
寝
殿
の
座
敷
飾
り
絵
図
の
カ
ラ
ー
図
版
が
掲
載

さ
れ
、
史
料
名
は
『
御
数
寄
御
成
記
』
と
な
っ
て
い
る
。

（
11
） 

小
林
善
帆
「
徳
川
家
康
が
生
き
た
時
代
の
い
け
花
―
た
て
花
、
抛
入
、
立
花
」
（
笠
谷
和
比

古
編
『
徳
川
家
康　

そ
の
政
治
と
文
化
・
芸
能
』
宮
帯
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
。

（
1（
） 『
い
け
ば
な
美
術
全
集
第
四
巻　

立
花
の
大
成
』
（
集
英
社
、
一
九
八
二
年
）
。

（
1（
） 

前
掲
『
徳
川
将
軍
の
御
成
』
。

（
1（
） 

岡
西
家
に
つ
い
て
は
、
森
谷
尅
久
「
池
坊
に
お
け
る
家
元
制
度
と
そ
の
組
織
」
（
『
い
け
ば
な

美
術
全
集
第
八
巻　

生
花
と
流
派
』
集
英
社
、
一
九
八
二
年
）
に
若
干
の
言
及
が
あ
る
。
詳

細
に
つ
い
て
は
、
別
に
検
討
の
機
会
を
持
ち
た
い
。

（
1（
） 

曝
木
（
し
ゃ
れ
ぼ
く
）
。
風
雨
や
天
日
に
さ
ら
さ
れ
た
枯
木
の
こ
と
。

（
16
） 

下
簀
板
、
下
素
板
と
も
表
記
す
る
。
砂
鉢
の
口
よ
り
や
や
下
が
っ
た
と
こ
ろ
に
は
め
る
板
で
、

そ
の
下
は
水
で
満
た
し
、
そ
の
上
に
砂
（
小
石
）
を
敷
き
詰
め
る
。
他
の
参
府
記
で
は
底
板

を
拝
借
し
た
と
も
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
砂
鉢
の
底
に
敷
く
板
で
、
砂
物
の
中
心
軸
と
な
る

胴
木
を
打
ち
付
け
て
固
定
す
る
。

（
17
） 『
第
二
永
代
門
弟
帳
』
（
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
）
。
入
門
時
は
厩
橋
（
前
橋
）
藩
主
で
大

坂
城
代
。

（
1（
） 

他
の
参
府
記
で
は
、
下
組
と
も
表
記
さ
れ
る
。
下
準
備
の
こ
と
で
、
実
際
に
器
に
挿
し
て
み

る
と
こ
ろ
ま
で
行
う
。

（
1（
） 

そ
れ
ぞ
れ
立
花
上
覧
日
の
条
。
お
お
む
ね
「
黒
書
院
で
池
坊
の
立
花
を
御
覧
に
な
っ
た
」
と

い
う
内
容
だ
が
、
寛
政
九
年
専
定
の
時
は
、
四
瓶
の
花
材
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（0
） 『
立
花
上
覧
絵
巻
』（
『
い
け
ば
な
美
術
全
集
第
五
巻　

立
花
の
展
開
』
集
英
社
、
一
九
八
二
年
）
。

（
（1
） 『
い
け
ば
な
美
術
名
作
集
第
五
巻　

専
定
代
瓶
花
図
』
（
日
本
華
道
社
、
二
〇
〇
六
年
）
。

（
（（
） 『
い
け
ば
な
美
術
名
作
集
第
七
巻　

専
明
瓶
華
集
・
専
明
挿
華
集
』（
日
本
華
道
社
、二
〇
〇
七
年
）。

（
（（
） 『
東
路
日
記　

灌
園
房
』
（
竹
原
市
立
図
書
館
蔵
）
。

（
（（
） 「
（
翻
刻
）
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
「
御
代
替
御
礼
継
目
御
礼
記
録
」
」
（
『
研
究
紀
要　

元

離
宮
二
条
城
』
三
号
、
二
〇
二
四
年
）
。

（
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
池
坊
中
央
研
究
所
主
任
研
究
員
）



11（

「江戸における立花上覧の歴史」（細川）

写真１　京都所司代板倉重宗触状

写真２　島津家久書状
写真３　「立花上覧并御代替御礼之記録」

　　　　　　　　　　　　　　　　（「専純②」）表紙

写真４　「出府日記控」（「専弘」）黒書院の図

写真５　「専定様御参府」（「専定」）花組書付

写真６　「関東上覧図」（天保９年池坊専明の立花・砂物）
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研究ノート

年 享保 11 延享 3 宝暦 11 安永 4 寛政 9 文政 5 天保 9

目的 継目 御朱印
継目・御朱印

・御代替
継目 継目 継目 御朱印・御代替

西暦 1726 1746 1761 1775 1797 1822 1838

参府記 専純① 専純② 専意 専弘 専定 専明① 専明②

将軍 吉宗 家重 家治 家治 家斉 家斉 家慶

京都出発 3 月 24 日 ？ 2月 13 日 ？ 3月 2日 閏正月 2日 3月 22 日

江戸到着 4 月 5 日 4 月 24 日 2 月 24 日 ？ 3月 21 日 閏正月 22 日 4 月 15 日

着府届 4 月 6 日 ？ 2月 26 日 ？ 3月 23 日 閏正月 23 日 4 月 17 日

寺社奉行に願出 4 月 6 日 ― 2月 29 日 9 月？日 3月 26 日 閏正月 24 日 ―

継目御礼 4 月 15 日 ― 3月 15 日 10 月 1 日 4 月 1 日 2 月 1 日 ―

時服拝領 4 月 19 日 ― 3月 20 日 10 月 7 日 4 月 5 日 2 月 5 日 ―

御朱印写持参 ― ？ 2月 28 日 ― ― ― 4月 18 日

着帳 ― ？ 2月 28 日 ― ― ― 5月 18 日

御朱印御改 ― 5月 26 日 3 月 29 日 ― ― ― 5月 24 日

寺社奉行に願出 ― 5月 23 日 3 月 22 日 ― ― ― 4月 17 日

京都到着 5 月 22 日 7 月 6 日 6 月 12 日 12 月？日 6月 28 日 4 月 10 日 6 月 19 日

江戸出発 5 月 6 日 6 月 24 日 5 月 26 日 ？ 5月 20 日 3 月 1 日 5 月 25 日

御褒美頂戴 ― 5月 29 日 5 月 19 日 11 月 1 日 5 月 6 日 2 月 14 日 閏 4月 26 日

立花上覧 ― 5月 18 日 5 月 18 日 10 月 26 日 5 月 4 日 2 月 12 日 閏 4月 24 日

下組 ― ― 5月 17 日 10 月 25 日 5 月 3 日 2 月 11 日 閏 4月 23 日

御代替御礼 ― 6月 1日 4月 1日 ― ― ― 4月 28 日

時服拝領 ― 6月 10 日 4 月 7 日 ― ― ― 閏 4月 3日

立花上覧願 ― 5月 12 日 4 月 2 日 10 月 1 日 4 月 1 日 2 月 1 日 4 月 28 日

立花上覧仰付 ― 5月 11 日 4 月 26 日 10 月 5 日 4 月 18 日 2 月 6 日 閏 4月 6日

床・花瓶等拝見 ― 5月 16 日 5 月 14 日 10 月 22 日 5 月 1 日 2 月 10 日 閏 4月 20 日

【家元の参府記　一覧表】

旅宿 銀座三丁目

岡西卜立
麹町平川町

麹町平川町二丁目

尾張屋藤七

本郷元町興安寺

→本石町三丁目

　大和屋

本石町四丁目

岩本徳左衛門屋敷

→浅草門跡地内

　善照寺

茅場町薬師別当

智泉院

茅場町薬師別当

智泉院

上覧日通知 5 月 16 日 5 月 7 日 10 月 20 日 4 月 26 日 2 月 8 日 閏 4月 18 日―

継目御礼関係

御朱印御改関係

御代替御礼関係

立花上覧関係

※参府記欄に記載しているのは略称。正式名称は本文参照。

※旅宿欄には、江戸滞在中に旅宿の変更があった場合、→で前後関係を示した。

※日付は、当該参府記に記されているもののほか、のちの参府記に先例として挙げられているために判明するものもある。


